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遺言者の手続

•遺言書の保管の申請

（Ｐ４～６）

•遺言書の閲覧（Ｐ７）

•撤回・変更の届出（Ｐ８）

相続人等の手続

•証明書の請求（Ｐ９,１０）

•遺言書の閲覧（Ｐ１１）

予約について（Ｐ３）

よくあるご質問（Ｐ１２,     Ｐ１３）

手数料について（Ｐ１３）



相続人に発見されないこ
とがある

改ざんされるおそれがある

・法律専門家である公証人の関与の下，

２名以上の証人が立ち会って行う遺言で，

公証人は，遺言能力や遺言の内容の有効

性の確認，遺言内容についての助言等を

行います。

・財産の価額に応じた手数料がかかります。

・遺言者が病気等で公証役場に出向けない

場合は、公証人が出張して作成すること

ができます。

・遺言者本人が遺言書の全文（財産目録

を除く。），日付及び氏名を自書さえで

きれば一人で作成することができます。

・遺言者自身で作成するため費用はあま

りかかりません。

・原本は公証役場において厳重に保管され

ます。

・検認は不要です。

・遺言者本人の判断で適宜の方法により

保管することとなります。

本制度を利用すれば，
法務局に預けることが
できます。

本制度で保管された遺言書は
検認は不要です。

・相続開始後，相続人等が家庭裁判所に

検認を請求する必要があります。

遺言は，相続をめぐる紛争を防止するために有用

な手段です。そして，自筆証書遺言は， 自書さえで

きれば遺言者本人のみで作成でき，手軽で自由度の

高いものです。しかし，遺言者本人の死亡後，相続

人等に発見されなかったり，一部の相続人等により

改ざんされる等のおそれが指摘されています。

この自筆証書遺言のメリットは損なわず，問題点

を解消するための方策として，本制度が創設されま

した。

高齢化の進展とともに，「終活」等が浸透しつつあると言われていますが，

ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たって

は，ぜひ本制度をご活用ください。

※法務局（遺言書保管所）に保管の申請をされた場合には，ご家族のどなたかにその旨お伝

えになると，相続開始後の証明書の請求等の手続もスムーズに行われます。

自筆証書遺言（民法９６８条） 公正証書遺言（民法９６９条）
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遺言書を預ける
（遺言書の保管の申請）

預けた遺言書を見る
（遺言書の閲覧）

モニター/遺言書原本

預けた遺言書を返してもらう
（遺言書の保管の申請の撤回）

変更事項を届け出る
（住所等の変更の届出）

遺言書が預けられているか
確認する

（遺言書保管事実証明書の交付の請求）

遺言書の内容の
証明書を取得する

（遺言書情報証明書の交付の請求）

遺言書を見る
（遺言書の閲覧）

モニター/遺言書原本

法務局（遺言書保管所）
から通知を受け取ったら？

相続をめぐる紛争を防止する観点から，本制度では，

①自筆証書遺言に係る遺言書を法務局（遺言書保管所）でお預かりします。

②保管の際は，法務局職員（遺言書保管官）が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認（全文，日

付及び氏名の自書，押印の有無等）を行います。

※遺言の内容について，法務局職員（遺言書保管官）が相談に応じることはできません。

※本制度は，保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

③お預かりする遺言書は，その原本及びデータを長期間適正に管理します。

④相続開始後は，相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう，証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応します。

⑤相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり，遺言書の閲覧をした場合には，その他の全ての相続人等へ

遺言書が保管されている旨の通知をします。

⑥本制度で保管されている遺言書は，家庭裁判所の検認が不要となります。

■手続に当たり，遺言書及び申請書又は各種請求書等は，事前に作成いただく必要があります。

作成いただいていない場合，予約日にお越しいただいても，その日に手続ができないことがあります。

■本制度は，全国の（地方）法務局（遺言書保管所：３１２か所）で取り扱っています。

➡大阪府内の法務局（遺言書保管所）

■保管の申請等の手続は遺言者本人が，法務局（遺言書保管所）に来て行う必要があります。

➡本人出頭を要する手続について

■本制度の対象となるのは，自筆証書遺言に係る遺言書で，かつ，本制度において定められた様式に従って作

成されたものであることが必要です。

➡本制度の対象となる遺言書の様式について

■法務局（遺言書保管所）から通知を受けた方は遺言書の閲覧等を行い，遺言書の内容を確認することができます。

➡遺言書の閲覧 ，遺言書情報証明書の交付の請求

遺言書がある

遺
言
書
が
あ
る

２
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●本制度では，遺言書の保管の申請，遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局（遺言書保管所）

において行う全ての手続について，予約が必要です。

●これは，法務局（遺言書保管所）において行う手続につきましては ，それぞれ各種確認や手続

の処理に，一定程度時間を要するため，手続の順番をお待ちいただくことのないようにするこ

とを目的としています。

※手続の処理自体には，一定の待ち時間をいただきます。

●そのため，予約をせずに法務局（遺言書保管所）にお越しいただいた場合，予約が優先される

ため，長時間お待ちいただくことになったり，その日に手続ができないことがあります。

●予約の方法は次の３つです。

１ 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約（２４時間３６５日可）

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

２ 法務局（遺言書保管所）への電話による予約

手続を行う予定の各法務局（遺言書保管所）へ ，お電話にてお申込みください。

受付時間：平日８：３０～１７：１５まで（ 土・日・祝日・年末年始は除く）

➡大阪府内の法務局（遺言書保管所）一覧

※時間帯によっては，お電話がつながりにくいことがあります。

３ 法務局（遺言書保管所）窓口における予約

手続を行う予定の各法務局（ 遺言書保管所 ）の窓口へ直接お申込みください。

受付時間：平日８：３０～１７：１５まで（ 土・日・祝日・年末年始は除く）

➡大阪府内の法務局（遺言書保管所）一覧

※法務局職員（遺言書保管官）が手続対応中である場合，

お待ちいただくことがあります。

１ 予約時間を過ぎてもお越しにならない場合，キャンセルされたものとして取り扱うことが

あります。

２ 予約は ，申請その他の手続を行うご本人名でお願いします。
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自筆証書遺言に係る遺言書を作成する

保管の申請をする遺言書保管所を決める

申請書を作成する

保管の申請の予約をする

保管の申請をする

保管証を受け取る

注意事項 をよく確認しながら，遺言書を作成してください。

保管の申請ができる遺言書保管所

遺言者の住所地
遺言者の本籍地
遺言者が所有する不動産の所在地

た だ し ，既 に 他の 遺 言書 を 遺 言 書 保管 所 に預 けて いる場 合 には ， その 遺 言書 保 管所 に なり ます 。

申請書に必要事項を記入してください。

申請書の様式は，法務省HP（h t tp : / /www .mo j . go . j p/M INJ I/m i n j i 0 3 _00051 .h tm l ）から

ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。 ま た ， 法 務 局 （ 遺 言 書 保 管 所 ） 窓 口 に も 備 え 付 け ら れ て い ま す 。

次の から までのものを持参して，予約した日時に遺言者本人が，遺言書保管所にお越しください。

遺言書
ホッチキス止めはしないでください。封筒は不要です。
申請書
あらかじめ記入して持参してください。
添付書類
本籍・筆頭者の記載のある住民票の写し等（作成後3か月以内）
※遺言書が外国語により記載されているときは，日本語による翻訳文
本人確認書類（有効期限内のものをいずれか１点）
マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券 乗員手帳
在留カード 特別永住者証明書
手数料
遺言書の保管の申請の手数料は，１通につき３，９００円です（必要な収入印紙を手数料
納付用紙に貼ってください。）。
※一度保管した遺言書は，保管の申請の撤回をしない限り返却されません。

交付される保管証のイメージ画像 →

手続終了後，遺言者の氏名，出生の年月日，遺言書保管所の名称及び

保管番号が記載された保管証をお渡しします。

遺言書の閲覧 ，保管の申請の撤回，変更の届出

をするときや，相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求等

をするときに，保管番号があると便利ですので，大切に保管してください。

遺言書を法務局（遺言書保管所）に預けていることをご家族にお伝え

になる場合には，保管証を利用されると便利です。

のいずれかを管轄する遺言書保管所

ア

イ

ウ

エ

オ

ア オ
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以下は，本制度で預かる遺言書の形式面での注意事項です。

遺言書保管所においては，遺言の内容についての審査はしま

せん。

財産の特定のためには，遺言書
に財産目録を添付いただいた方
が確実です。

推定相続人（相続が開始した場
合に相続人となるべき者）には
「相続させる」又は「遺贈する」
と記載します。
※推定相続人に対して，財産を「相続さ

せる」旨の遺言をする場合は，遺言書
の保管申請書の【受遺者等・遺言執行
者等欄】に記載する必要はありません。

※推定相続人に対して，財産を「遺贈す
る」場合は，遺言書の保管申請書の【受
遺者等・遺言執行者等欄】に受遺者とし
て，その氏名等を記載してください。

推定相続人以外の者には「相続
させる」ではなく「遺贈する」
と記載します。
※推定相続人以外の者に対して，財産を

「遺贈する」場合は，遺言書の保管申
請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】
受遺者として，その氏名等を記載し
てください。

※遺言執行者については，遺言書の保
管申請書の【受遺者等・遺言執行者
等欄】にその氏名等を記載してくだ
さい。

署名＋押印が必要です。
押印は認印でも差し支えありま
せんが，スタンプ印は避けてく
ださい。

内容を変更する場合には，その
場所が分かるようにして，変更
した旨を付記して署名し，変更
した場所に押印をする必要があ
ります。
変更が煩雑になる場合や心配な
場合には，書き直すことをお勧
めします。

遺言書を作成した年月日を記載してください。「○年
○月吉日」などの記載では保管することはできません。

用紙は，Ａ４サイズで，文字の判読を妨げるような地紋，彩色等のないものを使ってください。

財産目録以外は全て自書する必要があります。

長期間保存しますので，ボールペン等の容易に消えない筆記具を使ってください。

ページ数の記載や変更の記載を含めて，余白部分には何も記載しないでください。

裏面には何も記載しないでください。
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（自書によらない財産目録の例）

通帳のコピーを財産目録として添付

するときは，銀行名，支店名，口座

名義，口座番号等が分かるページを

コピーしてください。

不動産の場合には，所在，地番・家屋

番号等により特定できれば，登記事項

証明書の一部分やコピーを財産目録と

して添付してもかまいません。

※別紙１は，登記情報提供サービス

（https://www1.touki.or.jp）を利用して印刷

した例です。

財産目録は，自書する必要はありません
が，記載のある全てのページに署名＋押
印が必要です。

遺言書本文・財産目録には，各ページに
通し番号で，ページ数を自書してください。

遺言書は，左辺に2穴を開けて保管しま
すので，20ミリメートル以上の余白を確
保してください。

用紙は，Ａ４サイズで，文字の判読を妨げるような地紋，彩色等のないものを使ってください。
長期間保存しますので，財産目録としてコピー等を添付する場合には，感熱紙等は使用せず，
印字が薄い場合には，印刷・コピーをやり直してください。
ページ数の記載や変更の記載を含めて，余白部分には何も記載しないでください。
裏面には何も記載しないでください。
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閲覧の請求をする遺言書保管所を決める

請求書を作成する

閲覧の請求の予約をする

閲覧の請求をする

閲覧をする

閲覧の請求ができる遺言書保管所

全国のどの遺言書保管所でも，閲覧の請求をすることができます。

遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧を請求することができます。

請求書に必要事項を記入してください。請求書の様式は，

法務省HP（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html）

からダウンロードできます。また，法務局（遺言書保管所）窓口にも備え付けられています。

閲覧の請求ができる者

請求書を遺言書保管所に提出してください。

・遺言者本人のみ

添付書類
不要です。

本人確認
遺言者の本人確認のため，運転免許証等，顔写真付
きの身分証明書を提示していただきます。

※モニターによる閲覧の手数料は，１回につき１，４００円です。

※遺言書の原本の閲覧の手数料は，１回につき１，７００円です。

※必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。

遺言者は，遺言書の閲覧の請求をして，遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を
確認することができます。閲覧の方法は，モニターによる遺言書の画像等の閲覧，又は，
遺言書の原本の閲覧となります。
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遺言者は，遺言書保管所に保管されている遺言書について，保管の申請の撤回をするこ
とにより，遺言書の返還等を受けることができます。

※保管の申請の撤回は，遺言の効力とは関係がありません。

撤回書を作成する

撤回の予約をする

撤回し，遺言書を返してもらう

届出書を作成する

変更の届出の予約をする

変更の届出をする

本人確認
遺言者の本人確認のため，運転免許証等，顔写真
付きの身分証明書を提示していただきます。

撤回書に必要事項を記入してください。撤回書の様式は，

法務省HP（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html）

からダウンロードできます。また，法務局（遺言書保管所）窓口にも備え付けられています。

保管の申請の
撤回ができる者
・遺言者本人のみ

保管の申請の撤回ができる遺言書保管所

遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみです。

撤回書（及び添付書類）を遺言書保管所に提出してください。

添付書類 不要です。ただし，保管の申請時以降に遺言者の氏名，住所等に変更が生じ

ている場合には，変更が生じた事項を証する書面を添付する必要があります。

※遺言書の保管の申請の撤回には手数料はかかりません。

遺言者は，保管の申請時以降に氏名，住所等に変更が生じたときには，遺言書保管官に
その旨を届け出る必要があります。

届出書に必要事項を記入してください。届出書の様式は，
法務省HP（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html）

からダウンロードできます。また，法務局（遺言書保管所）窓口にも備え付けられています。

変更の届出ができる者
・遺言者本人 左記の親権者や成年後見人等の法定代理人

変更の届出ができる遺言書保管所

全国のどの遺言書保管所でも届出をすることがで

きます。 ※変更の届出は郵送でも可能です。

変更届出書及び添付書類を遺言書保管所に提出又は送付してください。

添付書類 変更が生じた事項を証する書面（住民票の写し，戸籍謄本等）

届出人（遺言者）の身分証明書のコピー

戸籍謄本（親権者）又は登記事項証明書（後見人等）（作成後3か月以内）

※遺言者本人以外の氏名，住所等に変更が生じた場合には，添付書類は不要ですが，正確な
通知のためには住民票等で確認いただいた上で届け出てください。
※変更の届出には手数料はかかりません。
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交付の請求をする遺言書保管所を決める

請求書を作成する

交付の請求の予約をする

交付の請求をする

証明書を受け取る

交付の請求ができる遺言書保管所
全国のどの遺言書保管所でも，交付の請求をすることができます。

交付の請求ができる者
・相続人 ・遺言執行者等 ・受遺者等 左記の親権者や成年後見人等の法定代理人

添付書類
㋐遺言者の死亡の事実を確認

できる戸籍（除籍）謄本
㋑請求人の住民票の写し

㋒遺言者の相続人であるこ
とを確認できる戸籍謄本

㋓法人の代表者事項証明書
（作成後3か月以内）

㋔戸籍謄本（親権者）や登記
事項証明書（後見人等）

（作成後3か月以内）

遺言書保管事実証明書の手数料は，１通につき８００円です（必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼って
ください。）。

送付の方法による交付の請求の場合は，ご自身の住所を記載した返信用封筒と，切手を同封してください。

窓口請求の場合

送付請求の場合

運転免許証等により本人確認をした後，遺言書
保管事実証明書をお渡しします。

請求人の住所に宛てて遺言書保管事実証明書を
送付します。

「上記の遺言者の申請に係
る遺言書が遺言書保管所に
保管され，上記のとおり遺
言書保管ファイルに記録さ
れていることを証明する。」

「上記の遺言者の申
請に係る遺言書が遺
言書保管所に保管さ
れていないことを証明
する。」

「上記の遺言者の申請に係
る請求人を受遺者等（略）
又は遺言執行者等（略）と
する遺言書が遺言書保管
所に保管されていないこと
を証明する。」

「上記の遺言者の申請に
係る請求人を受遺者等（略）又
は遺言執行者等（略）とする遺
言書が遺言書保管所に保管さ
れ，上記のとおり遺言書保管
ファイルに記録されていることを
証明する。」

認証文の種類

管されているか否かの確認ができます（遺言者が亡くなられている場合に限られます。）。

遺言書保管事実証明書の交付の請求をし，特定の遺言者の，
自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保

↓交付される証明書の
イメージ画像→

保管されている 保管されていない

相

続

人

相
続
人
以
外
の
方

遺言書が保管されている場合には，遺言書情報証明書の交付の請求 や 遺 言 書 の 閲 覧

を行い，遺言書の内容を確認することができます。
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交付の請求をする遺言書保管所を決める

請求書を作成する

交付の請求の予約をする

交付の請求をする

証明書を受け取る

交付の請求ができる遺言書保管所

全国のどの遺言書保管所でも，交付の請求をする

ことができます。

交付の請求ができる者
・相続人

・受遺者等

・遺言執行者等

上記の親権者や成年後見人等の

法定代理人添付書類

法定相続情報一覧図
の写しを持っています
か？

㋒ ㋓ ㋔

同一覧図の写しに住所
の記載はありますか？ ㋑ ㋔

㋐

㋐ 法定相続情報一覧図の写し（住所の記載があるもの）

㋑ 法定相続情報一覧図の写し（住所の記載がないもの）

㋒ 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍（除籍）謄本

㋓ 相続人全員の戸籍謄本

㋔ 相続人全員の住民票の写し（作成後３か月以内）

※遺言書を保管している旨の通知を受けた方が請求する場合等は，
㋐から㋔までの書類の添付は不要です。

受遺者，遺言執行者等が請求する場合 請求人の住民票の写し

請求人が法人である場合 法人の代表者事項証明書
（作成後３か月以内）

法定代理人が請求する場合 戸籍謄本（親権者）や登記事項証明書

（後見人等）（作成後３か月以内）

遺言書情報証明書の手数料は，１通につき１，４ ０ ０円で
す（必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。）。

送 付 の 方 法 に よ る 交 付 の請 求 の 場 合 は ， ご 自 身 の 住 所
を 記 載 し た 返 信 用 封 筒 と ， 切 手 を 同 封 し て く だ さ い 。

• 遺言書情報証明書は，登
記や各種手続に利用する
ことができます。

• 家庭裁判所の検認は不要
です。

窓口請求の場合

送付請求の場合

運転免許証等により本人確
認 を し た 後 ， 遺 言 書 情 報 証
明書をお渡しします。

請求人の住所に宛てて遺言書
情報証明書を送付します。

その他の相続人等への通知

相続人等が証明書の交付を受けると，遺言書保管官はそ
の方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通
知します。

相続人等は，遺言書情報証明書の交付の請求をし，遺言書保管
所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができ

ます（遺言者が亡くなられている場合に限られます。）。

↓交付される証明書のイメージ画像

遺言書情報証明書とは
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相続人等は，遺言書の閲覧の請求をして，遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認
することができます。閲覧の方法は，モニターによる遺言書の画像等の閲覧，又は，遺言書の原
本の閲覧となります（遺言者が亡くなられている場合に限られます。）。

閲覧の請求をする遺言書保管所を決める

請求書を作成する

閲覧の請求の予約をする

閲覧の請求をする

閲覧をする

閲覧の請求ができる遺言書保管所

全国のどの遺言書保管所でも，閲覧を請求することができます。

遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧を請求することができます。

閲覧の請求ができる者

・相続人・受遺者等・遺言執行者等
上記の親権者や成年後見人等の法定代理人

添付書類

請求書を遺言書保管所に提出してください。

本人確認
請求人の本人確認のため，運転免許証等，顔
写真付きの身分証明書を提示していただきま
す。

※モニターによる閲覧の手数料は，１回につき
１，４００円です。

※遺言書の原本の閲覧の手数料は，１回につき
１，７００円です。

※必要な収入印紙を手数料納付用紙
に貼ってください。

その他の相続人等への通知

相続人等が遺言書の閲覧をすると，遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書
を保管している旨を通知します。
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1
法務局（遺言書保管所）で遺言書の書き方を

教えてくれますか。

遺言書の作成に関するご相談には一切応じられません。

遺言書の様式については，Ｐ５，Ｐ６をご覧いただき，あらかじ

めご自身で作成の上，来庁いただくようお願いします。

2
遺言書の様式について，用紙に模様があるの

ですが，申請可能ですか。
その模様が文字の判読に支障がないものであれば，申請可能です。

3
遺言書を何色か色分けして書いてもよいです

か。

保管されている遺言書について，相続人等がその内容を確認する手

段として遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧がありま

す。閲覧については原本とモニターによる方法があり，色分けを確

認することができますが，遺言書情報証明書は白黒で出力されるた

め色分けを確認することができません。したがって，本制度を利用

する場合，遺言書を色分けして作成することはお勧めしません。

4
保管制度が開始する前に作成した遺言書でも

預かってもらえますか。

作成した遺言書が所定の様式（Ｐ５，Ｐ６参照）に合うものであ

れば，保管申請することが可能です。

5 申請書・請求書は，どこでもらえますか。

法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html) 

に掲載している様式をダウンロードして入力することで作成いただく

ことができます。なお，法務局（遺言書保管所）の窓口でも入手可能で

す。

6

保管の申請をしたいのですが，遺言者本人が

病気のため法務局（遺言書保管所）へ出頭で

きない場合はどうすればよいですか。

本人出頭義務を課していることから，その場合には，本制度をご

利用いただけません。なお，介助のために付添人に同伴していた

だくことは差し支えありません。（公正証書遺言につき，Ｐ１参照）

7

保管の申請時には，遺言書を封筒に入れたま

ま法務局（遺言書保管所）へ持参すればよい

ですか。

申請時には遺言書原本のみをお出しいただくことになります。封

筒は不要です。

8
本人確認について，顔写真付きの身分証明書

を 所持していない場合はどうすればよいです

か。

本人出頭義務を課していることから，なりすましを防止する必要

があるため，顔写真付きの身分証明書の提示が必須となります。

例えば，マイナンバーカードであれば，誰でも取得できますので

ご検討願います。

9
保管の申請の手数料について，保管年数に応

じて手数料も増えるのですか。

保管申請の手数料は，その後の保管年数に関係なく申請時に定額

（遺言書１通につき，３，９００円）を納めていただきます。

10
手数料納付のための収入印紙はどこで購入す

ればよいですか。

各法務局（遺言書保管所）庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近く

の郵便局等で販売しています。詳しくは，申請・請求予定先の法

務局（遺言書保管所）にお問い合わせください。

11
遺言書を法務局（遺言書保管所）に預けたこ

とを家族に伝えておいた方がよいですか。

法務局（遺言書保管所）に預けたことをご家族（相続人となり得

る方）に伝えておいていただくと，相続開始後，ご家族が，スムー

ズに遺言書情報証明書の請求手続等を行うことができます。保管

証を利用すると確実です。

12
保管証を紛失した場合には，再発行可能です

か。

保管証の再発行はできませんので，大切に保管してください。な

お，保管証があるとその他の手続がスムーズですが，保管証がな

い場合でも手続は可能です。

Q A



１３

13
保管の申請をした後に，遺言書の内容を変更

したい場合はどうすればよいですか。

保管の申請の撤回をして遺言書の返還を受けて，遺言書の内容を

変更してから，再度保管の申請をしていただくことを推奨します。

撤回をせずに新たな遺言書を預けることも可能です。いずれの場

合も改めて保管の申請の手数料がかかります。

14
遺言書の保管の申請の撤回を行った場合に，

その遺言は無効になるのですか。

遺言書の保管の申請の撤回は，法務局（遺言書保管所）に遺言書

を預けることをやめることであり，その遺言の効力とは関係があ

りません。

15

遺言書の閲覧をしたいのですが，遺言書が保

管されている法務局（遺言書保管所）が遠方

の場合もその法務局（遺言書保管所）へ行か

なければなりませんか。

遺言書の閲覧方法として，遺言書原本を閲覧する方法のほか，モ

ニターで遺言書を閲覧する方法があります。モニターの方法によ

る場合には，全国どこの法務局（遺言書保管所）においても閲覧

が可能となります。

16

遺言書情報証明書を取得したいのですが，自

分で法務局（遺言書保管所）へ行かなければ

なりませんか。

保管の申請の場合（Q６)と異なり，遺言書情報証明書等の交付に

ついては，ご自身で法務局（遺言書保管所）の窓口に出向いて請

求するほか，郵送による請求や，法定代理人による手続も可能で

す。なお，保管の申請書や請求書等の書類については，司法書士

等にその作成を依頼することができます。

17
遺言書情報証明書はどのような手続に使用で

きますか。

今まで遺言書の原本を必要としていた相続登記手続等や銀行での

各種手続について，遺言書情報証明書を使用していただくことを

想定しています。

18

家族（相続人）は法務局（遺言書保管所）に

保管されている遺言書を返却してもらうこと

ができますか。

法務局（遺言書保管所）に保管されている遺言書については，家

族（相続人）であっても返却を受けることはできません。内容を

確認するには，遺言書情報証明書の交付の請求又は遺言書の閲覧

をしてください。

19
予約せずに直接法務局（遺言書保管所）に行っ

た場合には申請を受け付けてもらえますか。

各種申請・請求に当たっては原則として予約が必要です。予約せ

ずに来庁された場合，長時間お待ちいただいたり，その日に手続

ができない場合があります。

20
自筆証書遺言を作成したら必ず法務局（遺言

書保管所）に預けなければならないのですか。

本制度は，自筆証書遺言に係る遺言書について，法務局（遺言書

保管所）に保管をするという選択肢を増やすものであり，従来ど

おり自宅等で保管していただくことも可能です。

21
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べ

ばよいですか。

自筆証書遺言と公正証書遺言の主な特徴については，P １ に記載

していますので参考にしてください。なお，どちらを選ぶべきか

は，ご本人の判断ですので，法務局（遺言書保管所）ではお答え

できません。

Q A

申請・請求の種別 申請・請求者 手 数 料

遺言書の保管の申請

遺言書の閲覧の請求（モニター）

遺言書の閲覧の請求（原本）

遺言書情報証明書の交付請求

遺言書保管事実証明書の交付請求

遺 言 者

遺言者・関係相続人等

遺言者・関係相続人等

関 係 相 続 人 等

関 係 相 続 人 等

１通につき,  ３，９００円

１回につき,  １，４００円

１回につき,  １，７００円

１通につき,  １，４００円

１通につき,  ８００円

※遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出には手数料はかかりません。
※手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼って納めていただきます。貼っていただいた収入印紙に割印をしないでください。
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名 称 電 話 所在地

大阪法務局
民事行政部
供託課

（06）6942-9482 〒540-8544

大阪市中央区谷町二丁 目 １ 番 １ ７ 号 大阪第２法務合同庁舎

管轄区域：

大阪市（全区），枚方市，寝屋川市，交野市，守口市，門真市，

池田市，豊中市，箕面市，豊能郡（豊能町，能勢町）

大阪法務局
北大阪支局

（072）638-9444 〒567-0822

茨木市中村町１番３５号

管轄区域：

吹田市，高槻市，茨木市，摂津市，三島郡島本町

大阪法務局
東大阪支局

（06）6782ｰ5413 〒577-8555

東大阪市高井田元町二丁目８番１０号東大阪法務合同庁舎

管轄区域：

東大阪市，八尾市，柏原市，大東市，四條畷市

大阪法務局
堺支局

（072）221-1258 〒590-8560

堺市堺区南瓦町２番２９号 堺地方合同庁舎

管轄区域：

堺市，松原市，高石市，大阪狭山市

大阪法務局
富田林支局

（0721）23-2432 〒584-0036

富田林市甲田一丁目７番２号

管轄区域：

富田林市，河内長野市，羽曳野市，藤井寺市，

南河内郡（太子町，河南町，千早赤阪村）

大阪法務局
岸和田支局

（072）438-6501 〒596-0047

岸和田市上野町東２４番１０号

管轄区域：

岸和田市，泉大津市，貝塚市，泉佐野市，
和泉市，泉南市，阪南市，泉北郡忠岡町，
泉南郡（熊取町，田尻町，岬町）

大阪府内の遺言書保管所一覧大阪府内の遺言書保管所一覧

※保管の申請ができる遺言書保管所

遺言者の住所地
遺言者の本籍地
遺言者が所有する不動産の所在地

た だ し ，既 に 他の 遺 言書 を 遺 言 書 保管 所 に預 けて いる場 合 には ， その 遺 言書 保 管所 に なり ます 。

のいずれかを管轄する遺言書保管所



予約をする方は

法務局手続案内予約サービス専用HPから，各手続をご予約いただけます。

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について
（相続法の改正）

遺言・相続等に関する法制度や相談窓口について
日本司法支援センター（法テラス）

法テラスHP https://www.houterasu.or.jp/

平日9:00～21:00 土曜日9:00～17:00 祝日・年末年始を除く

遺言・相続等に関する相談

●大阪弁護士会
大阪弁護士会HP https://www.osakaben.or.jp/

●大阪府内の公証役場
大阪府内の公証役場一覧 http://www.koshonin.gr.jp/list/ohsaka

●大阪司法書士会
大阪司法書士会HP https://www.osaka-shiho.or.jp/ 

お な や み な し

法テラス・サポートダイヤル 0570－078374
（IP電話からは 03－6745－5600）

令和２年９月作成


